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江
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幕
府
の
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定
写
本
禁
止
法
と
そ
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（
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幕
府
出
版
規
制
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実
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物
規
制
で
あ
る
こ
と 

│ （
山
本
）

（65）

本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
版
本
だ
け
で
は
な
く
、
一
部
の
写
本
に
つ
い

て
も
禁
止
し
て
い
た
、
そ
の
証
拠
と
な
る
史
料
の
記
事
を
解
釈
し
て
い
こ
う
と
い
う

だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
史
料
に
目
新
し
い
も
の
は
一
切
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
の
点
に
お
い
て
本
稿
の
意
義
は
な
い
が
、
事
歴
史
史
料
と
な
る
と
、
一
旦
紹
介

さ
れ
て
し
ま
う
と
そ
れ
以
上
何
の
認
識
の
錬
磨
も
点
検
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
言
挙

げ
す
ら
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
が
日
本
近
世
文
学
研
究
に
は
な
き
に
し
も
あ
ら

ず
と
見
え
る
の
で
、
現
状
で
は
、
と
も
か
く
も
史
料
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
る
、と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、
本
稿
は
、
そ
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
写
本
に
関
す
る
禁
令
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
出
版
規
制
」
と
認
識
す
る
も
の
が
実
は
「
書

物
規
制
」
だ
っ
た
と
い
う
認
識
の
変
更
が
う
な
が
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
普
段
江
戸
時
代
を
出
版
中
心
、
版
本
中
心
の
時
代
だ
と
思
い
込
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
眼
に
し
耳
に
す
る
と
こ

ろ
の
江
戸
時
代
の
本
が
版
本
中
心
な
の
だ
か
ら
認
識
の
自
然
な
の
だ
が
、
近
年
で
は

古
来
本
の
中
心
で
あ
っ
た
写
本
が
、
た
か
だ
か
江
戸
時
代
に
な
っ
て
中
心
的
存
在
に

な
っ
た
、
本
質
的
に
複コ

製ピ

本ー

に
す
ぎ
な
い
版
本
よ
り
価
値
の
低
い
も
の
と
認
識
さ
れ

た
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
て⑴ 

、
版
本
の
量
的
な
多
数
性
と
質
的
な

価
値
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
切
り
離
し
て
考
え
て
お
く
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
こ
と
が
意
識
さ
せ
ら
れ
た
の
も
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
版
本
の
新

参
性
と
写
本
の
稀
少
価
値
が
見
失
わ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
あ
る
意
味
そ
れ
と
通
底
す
る
認
識
変
更
の
必
須
性
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

写
本
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
書
物
文
化
の
認
識
的
周
縁
に
あ
っ
た
部
分
に

注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
版
本
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
江
戸
時
代
書
物
文
化
の
認
識

的
中
心
へ
の
反
省
が
う
な
が
さ
れ
る

─
と
表
現
す
れ
ば
、
か
つ
て
文
化
人
類
学
の

成
果
を
日
本
人
に
意
識
さ
せ
た
山
口
昌
男
氏
の
定
式
化
が
、
こ
こ
で
も
意
識
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る⑵ 

。

　
　

一

　

も
う
い
つ
ど
こ
で
見
た
の
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
聞
い
た
の
で
あ
っ
た
か
、

思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
論
文
ら
し
く
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
と

証
拠
文
献
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
江
戸
時
代
に
同
時
代
の
事
件

山

　
　

本

　
　

秀
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に
つ
い
て
書
き
記
す
こ
と
に
関
し
て
禁
令
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
写
本
の

形
で
実
録
体
小
説
な
る
も
の
が
数
多
く
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
ら

が
版
本
で
な
く
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
版
本
な
ら
規
制
を
受
け
る
が
、

写
本
な
ら
見
逃
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
記
憶
す

る
。し

か
し
、
江
戸
時
代
の
す
べ
て
の
時
期
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
史
料
的
に
明
ら
か
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
写
本
も
ま
た
幕
府
の
摘
発
を
受
け
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
事
実
が
存
在
す
る
以
上
、
摘
発
さ
れ
ず
に
流
通
を
許
さ
れ

て
い
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
し
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が

あ
る
、
は
ず
で
あ
る⑶ 

。

ま
ず
は
江
戸
の
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
つ
い
て
見
る
。

時
代
的
に
も
江
戸
時
代
前
期
の
史
料
で
あ
り
、
土
地
的
に
も
政
治
の
中
心
都
市

江
戸
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
史
料
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
で

あ
ろ
う⑷ 

。

町
奉
行
所
の
江
戸
牢
屋
入
牢
者
の
記
録
か
ら
後
の
「
例
」
と
な
る
べ
き
事
例

九
百
七
十
余
件
（
明
暦
三
年
〜
元
禄
十
二
年
）
を
選
び
出
し
、「
主
人
弑
者
并
従
類
」

以
下
二
百
三
十
一
部
に
分
類
し
た⑸ 

、
と
さ
れ
る
こ
の
法
制
史
料
は
、
旧
帝
国
図
書

館
（
現
国
会
図
書
館
）
の
所
蔵
で
あ
っ
た
た
め
か
、
気
が
付
か
れ
や
す
か
っ
た
ら

し
く
、
宮
武
外
骨
『
筆
禍
史
』（
明
治
四
十
四
年
初
版
、
朝
香
屋
書
店
大
正
十
五
年

十
月
改
訂
増
補
四
版
影
印
、『
宮
武
外
骨
著
作
集
』
四
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和

六
十
年
、
所
収
）
に
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
節
で
扱
う
書
物

に
関
し
て
も
、
す
で
に
『
筆
禍
史
』
に
史
料
の
記
述
は
あ
ら
か
た
引
用
紹
介
さ
れ

て
い
る⑹ 

。『
御
仕
置
裁
許
帳
』
の
編
者
は
不
明
で
あ
る
。

『
御
仕
置
裁
許
帳
』
の
分
類
の
ひ
と
つ
に
「
自
作
に
書
物
を
編
み
、
猥
り
に
板
行

仕
る
者
之
類
」（『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
の
通
し
番
号
「
一
一
二
」）
が
あ
り
、
天

和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
わ
た
る
四
件
の
入
牢
者

の
記
録
が
抜
き
書
き
さ
れ
て
い
る
。

『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
入
牢
者
の
記
録
に
つ
い
て
五
七
六
か

ら
五
七
九
の
通
し
番
号
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
が
、
四
件
の
う
ち
の
二
件
、
す
な

わ
ち
五
七
六
と
五
七
八
は
写
本
の
処
罰
事
例
で
あ
る
。

五
七
六

　
天
和
二
年
戌
十
二
月
十
二
日
（
一
九
五
「
春
宮
中
宮
就
宣
旨
、
赦

免
之
者
之
類
」
八
八
三
に
も
本
来
同
文
と
思
わ
れ
る
も
の
が
一
部
記
載
さ
れ

て
い
る
の
で
、
対
校
し
て
お
く
。〔

　
〕
で
括
っ
て
補
っ
た
文
字
は
八
八
三
の

方
に
多
い
文
字
で
あ
る
。
─
山
本
注
。
以
下
同
様
）

壱
人
正
木
惣
右
衛
門

　是
は
牛
込
天
龍
寺
前
山
伏
町
長
右
衛
門
店
之
者
、

此
の
者
去
年
（
御
使
番
）
高
木
忠
右
衛
門
（
定
清
）、（
御
小
姓
組
）

服
部
久
右
衛
門
（
貞
治
）、（
同
上
）
佐
橋
甚
兵
衛
（
佳
成
）〔（
巡
見

使
と
し
て
）
国
廻
り
に
被
遣
候
節
、
此
の
者
義
佐
橋
甚
兵
衛
〕
物
書

き
に
召
抱
え
、
召
連
れ
候
処
、
道
中
十
〔
二
〕
ケ
国
（
因
幡
、
伯
耆
、

出
雲
、
隠
岐
、
石
見
、
長
門
、
周
防
、
安
芸
、
備
後
、
備
中
、
備
前
、

美
作
）
を
記
録
に
仕
り
、
書
物
〔
十
〕
二
冊
〔
に
〕
致
清
書
、
売
り

に
遣
わ
し
（「
売
り
に
遣
わ
し
」、
八
八
三
で
は
「
売
出
し
」）
候
に
付

き
、
右
三
人
方
よ
り
御
支
配
方
江
申
達
し
、（
若
年
寄
）
堀
田
対
馬
守

（
正
央
あ
る
い
は
正
英
）
殿
御
断
り
故
、
召
寄
せ
、
穿
鑿
之
上
、
当
四
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月
三
日
籠
舎
申
付
け
候
処
、牢
内
に
て
相
煩
い
候
に
付
き
、養
生
之
内
、

家
主
に
預
ケ
置
き
候
処
、
気
分
本
復
仕
り
候
由
に
て
、
召
連
れ
来
る

に
付
き
、
揚
り
屋
に
入
る
。

天
和
元
年
三
月
一
日
、
将
軍
の
命
に
よ
り
高
木
忠
右
衛
門
、
服
部
久
右
衛
門
、

佐
橋
甚
兵
衛
は
注
記
し
た
山
陰
山
陽
十
二
ヶ
国
の
巡
見
に
遣
わ
さ
れ
た
（『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
続
群
書
類
従
完
成
会
版
）。
い
わ
ゆ
る
巡
見
使
で
あ
る
。
佐
橋
甚
兵
衛

の
物
書
き
に
雇
わ
れ
た
正
木
惣
右
衛
門
は
そ
の
記
録
を
清
書
し
て
売
り
に
出
し
た
。

一
体
全
体
そ
ん
な
珍
事
が
勃
発
し
た
理
由
が
何
な
の
か
の
方
に
興
味
は
そ
そ
ら
れ

る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
記
録
の
外
に
あ
る
。

記
事
に
見
え
る
堀
田
対
馬
守
は
天
和
元
年
九
月
六
日
か
ら
旗
本
を
統
括
す
べ
き

若
年
寄
の
職
に
あ
る
。

問
題
の
書
物
は
（
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
提
出
さ
れ
た
も
の
の
写
本
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
）
幕
府
の
職
務
に
関
係
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
と
把
握
し
て
よ
い
と
思
う

が
、
幕
府
は
事
前
に
発
布
さ
れ
た
法
文
な
し
に
、
そ
れ
を
売
買
し
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
法
が
発
令
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
ら
ず

法
が
発
令
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
統
治
権
限
を
持
っ
た
人
間
は
い
つ
で
も
み
ず

か
ら
の
判
断
を
被
治
者
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
、
必
ず
し
も
法
治

国
家
と
は
言
え
な
い
状
態
の
治
世
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
載
る
二
つ
め
の
事
例
は

五
七
八

　
元
禄
四
年
未
十
月
十
一
日

壱
人
山
口
宗
倫

　
是
は
南
大
工
町
貳
丁
目
新
道
徳
右
衛
門
店
之
者
、
此
の

者
儀
、（
老
中
）
戸
田
山
城
守
（
忠
昌
）
殿
よ
り
御
断
り
に
付
き
穿
鑿

之
儀
有
之
、
当
月
十
一
日
揚
り
屋
に
入
置
き
候
処
、
牢
内
に
て
相
煩

い
候
に
付
き
養
生
之
内
、
去
ル
廿
日
預
ケ
置
き
候
へ
共
、
同
廿
一
日

召
寄
せ
、
揚
り
屋
に
入
る
。

右
之
者
、
人
之
噂
を
色
々
書
立
て
「
百
人
男
」
と
記
し
、
そ
の
上
日
来

行
跡
不
宜
、
重
々
不
届
成
ル
故
、
同
未
十
月
廿
二
日
死
罪
。

元
禄
四
年
未
十
月
十
五
日

松
枝
小
兵
衛

　
是
は
呉
服
町
壱
丁
目
之
者

四
人

　
柳
屋
又
八
郎

　
是
は
右
同
町
長
右
衛
門
店
之
者

笹
本
次
郎
右
衛
門

　
是
は
右
同
町
茂
左
衛
門
店
之
者

桑
原

　
和
翁

　
是
は
本
所
三
文
字
屋
屋
敷
又
市
店
之
者

此
の
者
共
、
山
口
宗
倫
儀
に
付
き
穿
鑿
之
内
揚
り
座
敷
。

右
四
人
之
者
共
、
山
口
宗
倫
と
常
々
出
合
、
人
之
噂
を
書
記
し
候
節
も

指
加
わ
り
候
様
に
相
聞
候
。
不
届
成
ル
に
付
き
未
十
月
廿
二
日
、
日
本

橋
よ
り
五
里
四
方
追
放
。

山
口
宗
倫
に
つ
い
て
は
何
者
か
わ
か
ら
な
い
。
戸
田
山
城
守
は
天
和
元
年
十
一
月

十
五
日
か
ら
元
禄
十
二
年
九
月
十
日
ま
で
老
中
の
職
に
あ
る
。

こ
こ
に
『
百
人
男
』
な
る
書
物
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、「
人
の
噂
を
色
々
書
き

立
て
」
た
物
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
事
例
は
、
法
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
意
外
に
手
間
暇
の
か
か
る
も
の

で
あ
る
。

従
来
は
、
本
事
例
を
解
釈
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
美
術
史
上
高
名
な
英
一
蝶
島

流
し
の
原
因
考
察
の
一
環
と
し
て
あ
れ
や
こ
れ
や
の
伝
承
中
の
一
つ
に
出
て
く
る

『
百
人
男
』
と
本
事
例
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
た⑺ 

の
で
、
本
事
例
自
体
に
つ
い
て
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考
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
ま
た
、
従
来
の
検
討
の
結
果
を
受
け
て
素
直
に
考
え
れ
ば
、
英
一
蝶
遠

島
の
原
因
が
遠
島
史
料
に
よ
っ
て
『
百
人
男
』
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
以
上
、
そ
し
て
な
お
か
つ
、
伝
承
で
は
い
か
に
も
面
白
く
事
情
が
語
ら
れ
て

い
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
と
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
載
る
罪
人
名
と
罪
状
と
の
整

合
性
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
こ
で
英
一
蝶
伝
承
に
か
か
ず
ら
わ
る
理

由
は
ま
っ
た
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
関
す
る
考
察
を
目
指
す
今
、
今
現
在

は
眼
の
前
に
あ
る
本
件
記
録
の
記
述
し
か
、
そ
の
材
料
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
記
録
に
見
え
る
当
時
の
江
戸
で
、
人
の
噂
を
書
け
ば
摘
発
さ
れ
る
要
件
た

り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
条
文
を
直
接
得
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
の
噂
を
書
け
ば
摘
発
さ
れ
る
要
件
た
り
得
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
こ
の
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
が
掲
載
す
る
別
件
に
も
こ
の
条
件
が
現
れ
る
こ

と
か
ら
お
そ
ら
く
ま
ち
が
い
な
い
。

『
御
仕
置
裁
許
帳
』
で
『
百
人
男
』
の
入
牢
一
件
に
続
く
五
七
九
（
三
年
後
、
元

禄
七
年
二
月
二
十
二
日
）
で
は
『
草
摺
引
』
と
い
う
版
本
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

五
七
九

　
　

元
禄
七
年
戌
二
月
廿
二
日

平 

三 

郎

　
是
は
本
町
壱
丁
目
太
右
衛
門
店
之
者

四
人

　
甚 

九 

郎

　
是
は
通
油
町
吉
兵
衛
店
之
者

三
左
衛
門

　
是
は
通
旅
籠
町
善
右
衛
門
店
之
者

仁 

兵 

衛

　
是
は
神
田
鍋
町
伊
兵
衛
店
之
者

右
之
平
三
郎
儀
、「
草
摺
引
」
と
申
物
之
本
を
編
立
、
致
板
行
候
。
人

之
噂
を
書
候
由
、
新
吉
原
貳
丁
目
番
伯
訴
訟
申
に
付
、
今
日
召
出
シ
、

遂
僉
議
候
処
、
本
を
平
三
郎
編
立
、
甚
九
郎
儀
板
木
を
彫
、
三
左
衛

門
方
に
て
売
候
由
申
候
。
新
作
之
書
物
兼
て
御
法
度
に
被
仰
付
候
処
、

相
背
候
段
不
届
に
候
。
仁
兵
衛
儀
は
右
之
板
木
を
平
三
郎
方
よ
り
金

六
両
貳
歩
に
買
取
候
由
申
候
。
此
者
儀
も
仕
形
不
届
に
付
、
平
三
郎

儀
は
外
之
出
入
に
付
、
摂
津
守
方
に
て
手
鎖
申
付
候
故
、
相
届
ケ
、

手
鎖
を
外
シ
、
四
人
共
に
牢
舎
。

右
四
人
之
者
、
同
戌
五
月
八
日
赦
免
。
平
三
郎
儀
は
前
方
之
懸
り
有
之

候
に
付
、
出
牢
以
後
、
摂
津
守
方
に
て
手
鎖
申
付
ル
。

こ
れ
は
、
人
の
噂
を
書
い
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
訴
え
ら
れ
、
取
調
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
人
の
噂
を
書
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
奉
行
所
に
訴
え
出
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
認
識
が
当
時
の
江
戸
の
人
々
に
共
通
認
識
と
し
て
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
法
的
根
拠
は
何
か
。

先
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
直
接
の
表
現
で
こ
れ
を
禁
ず
る
法
文
が
触

れ
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
な
の
で
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
次
に
引
く
貞
享
元

年
十
一
月
令
の
適
用
事
例
で
あ
る
（『
江
戸
町
触
集
成
』
二
二
六
〇
）。

覚

一
、
町
中
に
而
、
む
さ
と
仕
た
る
小
う
た
・
は
や
り
事
、
勿
論
替
り
た
る
事

致
板
行
、
売
候
者
有
之
候
。
家
主
吟
味
い
た
し
、
何
方
に
而
も
左
様
之
者
一

切
板
行
仕
間
敷
候
。
尤
辻
橋
に
而
売
候
も
の
有
之
候
は
ゞ
、
其
町
に
て
相
改
、

捕
候
而
番
所
へ
可
申
来
候
。
穿
鑿
之
上
売
主
は
不
及
申
、
致
板
行
候
者
迄
急

度
可
申
付
候
。
近
日
改
に
廻
し
候
間
、
其
旨
可
相
心
得
者
也
。
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子
十
一
月

右
は
十
一
月
十
八
日
御
触
、
町
中
連
判
。

こ
れ
を
引
い
た
だ
け
で
は
、「
む
さ
と
仕
た
る
小
う
た
・
は
や
り
事
、
勿
論
替
り

た
る
事
」
が
、
本
当
に
人
の
噂
を
書
く
こ
と
に
当
た
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
で

は
な
い
か
、
と
、
こ
の
解
釈
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
根
拠
が
あ
る
。

こ
の
類
の
法
令
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
表
現
を
変
え
な
が
ら
何
度
も
触
れ
出
さ

れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
拙
稿
『
江
戸
時
代
三
都
出
版
法
大
概

─
文
学
史
・
出
版

史
の
た
め
に

─
』（
岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢
書
二
九
、
岡
山
大
学
文
学
部
、
平

成
二
十
二
年
二
月
。
以
下
『
大
概
』
と
略
称
す
）
本
章
「
三
都
町
触
に
よ
る
江
戸

時
代
出
版
法
概
観
」
八
「
三
都
個
別
出
版
法

─
享
保
以
前
」（
四
）「
公
儀
・
人

の
迷
惑
・
珍
し
き
事
・
は
や
り
事
・
か
わ
り
た
る
事
・
浮
説
・
虚
説
（
寛
文
十
三
年
・

一
六
七
三
以
後
三
都
個
別
令
）」
に
述
べ
た
が
、
本
令
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

十
二
月
に
は
次
の
よ
う
に
表
現
を
ち
が
え
て
触
れ
出
さ
れ
て
い
る
（『
江
戸
町
触
集

成
』
五
八
三
五
。
校
注
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
異
文
は
法
令
の
意
味
に
か
か
わ

ら
な
い
の
で
省
略
し
た
。）

覚

一
、
当
前
世
上
に
有
之
無
筋
噂
事
并
男
女
申
合
相
果
候
類
を
「
心
中
」
と
申

触
、
板
行
致
し
読
売
候
儀
、
前
々
よ
り
御
停
止
の
所
に
、
此
間
猥
に
売
あ
る

き
候
段
相
聞
、不
届
に
候
。
自
今
捕
方
の
者
相
廻
召
捕
、急
度
曲
事
可
申
付
候
。

ケ
様
の
類
の
者
見
当
次
第
、其
町
々
に
て
も
捕
置
、月
番
の
番
所
へ
可
申
来
候
。

若
見
遁
に
い
た
し
、
捕
方
の
者
召
取
候
は
ゞ
其
町
々
名
主
月
行
事
ま
で
越
度

可
申
付
候
間
、
此
旨
可
相
守
者
也
。

右
の
通
、
従
町
御
奉
行
所
被
仰
渡
候
間
、
町
中
家
持
は
不
及
申
、
借
屋
店
か

り
裏
々
召
仕
等
迄
、
入
念
可
申
聞
候
。
尤
請
負
判
形
取
候
間
、
名
主
印
判
持
、

明
十
一
日
四
時
樽
屋
所
へ
可
被
参
候
。
名
主
無
之
町
々
は
月
行
事
右
刻
限
可

参
候
。
少
も
遅
々
有
間
敷
候
。
以
上
。

十
二
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄
三
人

こ
こ
に
「
世
上
に
こ
れ
あ
る
筋
無
き
噂
事
…
…
板
行
致
し
読
売
候
儀
、
前
々
よ

り
御
停
止
」
と
言
う
「
前
々
」
の
法
令
が
、
町
触
を
遡
っ
て
み
る
と
先
の
貞
享
元

年
十
一
月
令
に
当
た
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
貞
享
元
年
十
一
月
令
の
「
む
さ
と

仕
た
る
小
う
た
・
は
や
り
事
は
勿
論
、
変
わ
り
た
る
事
板
行
致
し
売
」
る
、
と
い

う
こ
と
が
、
た
と
え
ば
「
世
上
に
こ
れ
あ
る
筋
無
き
噂
事
」
の
板
行
を
ふ
く
む
こ

と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
む
さ
と
仕
た
る
小
う
た
・
は
や
り
事
は
勿
論
、
変
わ
り
た
る
事
」
と

い
う
こ
と
が
た
と
え
ば
「
世
上
に
こ
れ
あ
る
筋
無
き
噂
事
」
で
あ
る
と
い
う
関

係
づ
け
が
、
確
実
に
元
禄
年
間
に
ま
で
遡
る
と
い
う
こ
と
を
『
御
仕
置
裁
許
帳
』

五
七
九
事
例
の
『
草
摺
引
』
訴
訟
に
関
す
る
記
述
は
教
え
る
（
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
は
意
外
の
感
す
ら
あ
る
引
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
江
戸
時
代
の
法
文
作
成
者

の
言
語
能
力
に
い
さ
さ
か
疑
い
を
さ
し
は
さ
み
た
く
な
る
事
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
よ
う
な
言
語
感
覚
の
持
主
が
法
文
作
成
を
担
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
充
分
に
わ
き
ま
え
、
法
文
の
理
解
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
）。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
右
の
『
江
戸
町
触
集
成
』
二
二
六
〇
令
に
せ
よ
、
五
八
三
五

令
に
せ
よ
、
禁
じ
て
い
る
の
は
板
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
写
本
を
禁
じ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
問
題
の
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
五
七
八
事
例
の
『
百
人
男
』
に
板
行
を

示
す
文
字
は
な
く
、少
な
く
と
も
五
七
八
の
記
述
を
見
る
限
り
に
お
い
て
『
百
人
男
』
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は
書
本
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
こ
れ
は
版
本
に
関
す
る
問
題
要
件
を
写
本
に
準
用
し
た
の
で
あ

る
。そ

れ
は
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ど
う
や
ら
こ
の
場
合
、
そ
の
準
用
を

補
助
す
る

─
と
い
う
よ
り
も
支
え
る
、
法
文
、
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
上
位

レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
法
文
、
が
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
か
な
い
と
、
充
分
に
ゆ
き

と
ど
い
た
理
解
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
通
常
、
法
文
の
み
を
な
が
め
て
い
る
限
り
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
到
底

気
付
く
こ
と
の
な
い
高
札
と
町
触
の
関
係
で
あ
る
。

先
の
『
草
摺
引
』
事
例
五
七
九
の
記
述
の
な
か
に
は
、
本
件
に
関
す
る
「
不
届
」

要
件
に
関
し
て
「
新
作
の
書
物
、
か
ね
て
御
法
度
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
と
こ
ろ
相

背
き
候
段
」
と
言
っ
て
い
る
。

く
り
か
え
す
よ
う
で
あ
る
が
、『
草
摺
引
』
は
「
人
の
噂
を
書
」
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
訴
え
出
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
召
し
出
し
」「
詮
議
」
と
な
っ

た
も
の
に
つ
い
て
、
本
記
述
は
「
新
作
の
書
物
、
か
ね
て
御
法
度
に
仰
せ
付
け
ら

れ
候
と
こ
ろ
相
背
き
候
」
と
言
う
。

「
新、

作、

の、

書、

物、

」
に
つ
き
「
か
ね
て
」
か
ら
あ
る
「
御、

法、

度、

」
と
は
何
か
。

と
考
え
る
と
、
そ
れ
に
当
た
る
も
の
は
高
札
の
一
条
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
五
月
付
で
諸
国
の
高
札
場
に
立
て
ら
れ
た
江
戸
時
代

の
数
少
な
い
恒
常
法
の
中
に
書
物
に
関
す
る
一
条
が
あ
っ
て
、

一
、
新
作
の
慥
な
ら
ざ
る
書
物
商
売
（
い
た
）
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。（
近
世
法

制
史
料
叢
書
二
『
御
当
家
令
条
』
二
七
一
（
同
三
『
武
家
厳
制
録
』
二
七
萬

札
之
部
に
も
あ
る
）。
括
弧
内
は
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
に
あ
る
文
字
）

と
命
じ
て
あ
る
。

こ
こ
に
「
新
作
の
」「
書
物
」
の
文
字
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
草
摺
引
』
事
例
に
言
う
「
新
作
の
書
物
、
か
ね
て
御
法
度
に
仰
せ

付
け
ら
れ
候
と
こ
ろ
」
と
は
、
そ
の
た
し
か
な
ら
ざ
る
も
の
を
商
売
す
る
な
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
ら
か
に
こ
の
条
文
を
引
き
用
い
た
表
現
が
、
人
の
噂
に
つ
い
て
書
い
た
も
の

の
犯
し
た
罪
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
札
の
こ
の
条
文
が
上
位
の

大
規
定
で
あ
り
、
そ
の
個
別
細
目
規
定
が
町
触
二
二
六
〇
で
あ
り
、
五
八
三
五
、

そ
の
他
も
ろ
も
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
な
ら
ざ
る
書
物
の
例
が
、
む
さ
と
仕
た
る
小
う
た
の
版
行
で
あ
り
、
は

や
り
事
の
版
行
で
あ
り
、
変
わ
り
た
る
こ
と
の
版
行
で
あ
り
、
人
の
噂
に
つ
い
て

書
い
た
も
の
の
版
行
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

『
大
概
』
で
も
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
的
普
及
と
そ
れ
に
よ
る
確
定
情
報
（
と
さ
れ
て
い
る
も
の
）

の
供
給
安
定
状
況
に
よ
っ
て
噂
な
る
も
の
が
日
陰
者
と
な
っ
た
今
日
の
わ
れ
わ
れ

以
上
に
、
噂
な
る
も
の
の
跳
梁
跋
扈
に
囲
繞
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
噂
と
言
え
ば
確
実
に
不
確
か
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

幕
府

─
と
言
う
よ
り
も
社
会
的
安
定
を
は
か
る
責
任
と
義
務
を
負
っ
た
人
間

た
ち
の
誰
か
が
、
い
つ
で
も
、
事
あ
ら
ば
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
、
そ

の
よ
う
な
噂
を
書
物
か
ら
除
去
し
よ
う
と
は
か
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
都
市
の
統
治
権
限
の
与
え
ら
れ
て
い
る
奉
行
が
各
都
市
に
お
い
て
個
別
に
そ

の
よ
う
な
判
断
を
下
す
、
そ
の
江
戸
（
町
方
）
と
い
う
都
市
（
の
一
部
）
に
お
け
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江
戸
幕
府
の
特
定
写
本
禁
止
法
と
そ
の
思
想
（
上
） 

│ 

幕
府
出
版
規
制
が
実
は
書
物
規
制
で
あ
る
こ
と 

│ （
山
本
）

（71）

る
現
れ
が
江
戸
町
触
二
二
六
〇
や
五
八
三
五
で
あ
っ
た⑻ 

。

そ
う
し
て
、
高
札
の
一
条
が
禁
じ
て
い
る
の
は
「
書
物
」
の
「
商
売
」
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
版
本
、
写
本
の
別
は
こ
こ
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
こ
の
上
位
事
項
が
禁
じ
て
い
る
対
象
が
書
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

版
本
を
制
限
し
た
個
別
細
目
規
定
が
写
本
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
も
自
然
な
発
想
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
し
て
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
の
一
記
事
は
、
意
外
に
も
幕
府
法
の
理
解
に
関

す
る
含
蓄
を
た
た
え
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
史
料
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
見
つ

め
直
し
て
み
た
本
稿
の
作
業
に
は
、
す
で
に
収
穫
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

写
本
な
ら
見
逃
さ
れ
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
あ
る
ま
じ
き
事
態
と
言

え
そ
う
で
あ
る
。

　
　

二

　

次
は
京
都
の
史
料
で
あ
る
。
時
代
的
に
も
早
く
も
江
戸
時
代
中
期
の
資
料
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、史
学
と
い
う
も
の
に
付
き
合
っ
て
み
れ
ば
、歴
史
学
と
い
う
も
の
は
、

実
状
、
点
か
ら
面
に
演
繹
す
る
し
か
な
い
も
の
ら
し
く
、
や
む
を
得
な
い
。
潔
癖

に
点
か
ら
面
に
演
繹
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
み
て
も
、
そ
れ
は
認
識
を
放
棄
す
る

こ
と
で
し
か
な
い
。

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
五
月
、京
師
書
林
三
組
行
司
編
、京
師
書
林
印
行
の
『
禁

書
目
録
』
に
「
書
本
」（
筆
で
書
い
た
本

≒

写
本
）
の
部
が
あ
る⑼ 

。

『
禁
書
目
録
』
の
成
立
事
情
、
そ
の
目
的
、
用
途
は
、
京
師
書
林
三
組
行
司
の
書

し
た
そ
の
序
に
明
白
で
あ
る
。

古
来
御
制
禁
之
唐
本
和
書
、
並
び
に
、
絶
板
売
買
停
止
之
書
、
其
の
外
、

秘
録
浮
説
等
之
写
本
、
好
色
本
之
類
は
、
片
紙
・
小
冊
た
り
と
い
へ
ど
も
か

り
に
も
取
扱
ふ
べ
か
ら
ず
、
常
々
相
慎
み
堅
く
法
令
を
相
守
る
べ
き
旨
、
毎

歳
正
五
九
月
、
書
肆
会
集
の
砌
、（
我
々
行
司
も
）
ね
ん
ご
ろ
に
是
を
戒
め
お

く
と
い
へ
ど
も
、
書
目
数
多
の
事
な
れ
ば
一
々
記
憶
し
が
た
く
、
或
い
は
忘

却
し
或
い
は
意

（
こ
こ
ろ
え
）

得
た
が
ひ
も
是
あ
る
べ
し
。

こ
れ
に
依
っ
て
今
般
、
右
之
書
目
、
古
来
よ
り
伝
聞
記
録
す
る
所
、
大
抵

其
の
類
を
分
か
ち
て
こ
れ
を
記
し
印
刻
し
て
小
冊
と
な
し
書
肆
家
々
に
附
与

し
人
々
常
に
こ
れ
を
点
検
し
て
い
さ
さ
か
疎
略
之
誤
り
な
か
ら
ん
事
を
願
ふ

も
の
な
り
。

然
り
と
い
へ
ど
も
述
作
の
限
り
な
き
、
見
聞
の
広
か
ら
ざ
る
、
此
の
書
の

載
す
る
所
或
い
は
遺
脱
過
誤
あ
ら
ん
も
計
り
が
た
し
。

是
を
覧
る
人
、
其
の
遺
り
た
る
を
補
ひ
誤
れ
る
を
正
し
た
ま
は
ん
事
ひ
と

へ
に
是
を
冀
ふ
も
の
な
り
。

明
和
八
年
辛
卯
五
月

　
　
　京

師
書
林
印
（
三
組
／
行
司
）（
引
用
に
際
し

て
、
現
代
と
異
な
る
江
戸
時
代
通
用
の
漢
字
を
現
代
通
用
の
も
の
に
変
更
、

ま
た
、
記
号
・
送
り
が
な
・
濁
点
を
増
や
し
、
適
宜
段
落
を
分
け
た
。
以
下

同
様
）

す
な
わ
ち
、
書
肆
が
取
り
扱
う
べ
か
ら
ざ
る
書
物
の
覚
え
き
れ
な
い
ほ
ど
数
多

い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
禁
書
を
書
肆
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
印
刷
し
て
書
肆
に

付
与
す
る
の
で
あ
る
と
。

右
の
序
文
中
に
は
毎
正
月
五
月
九
月
に
京
都
書
肆
の
集
会
あ
っ
て
、
そ
の
席
上

で
常
に
禁
書
に
関
す
る
戒
告
が
行
わ
れ
る
の
が

─
そ
う
ま
で
さ
れ
る
と
惰
性
的

儀
礼
に
堕
す
る
可
能
性
も
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
が

─
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
が
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記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
書
目
が
書
肆
に
配
布
さ
れ
る
た
め
に
刷
ら
れ
た
こ
と
を
述

べ
る
『
禁
書
目
録
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
右
の
ご
と
き
事
情
を
記
し
た
序
の
執
筆

月
が
五
月
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
『
禁
書
目
録
』
の
配
布
時
が
、
序
の

年
月
の
会
集
時
か
、
そ
れ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

大
抵
部
類
を
分
け
て
記
し
た
と
い
う
そ
の
部
類
は
、
お
お
む
ね
冒
頭
に
言
う
「
古

来
御
制
禁
之
唐
本
和
書
、
並
び
に
、
絶
板
売
買
停
止
之
書
、
其
の
外
、
秘
録
浮
説

等
之
写
本
、
好
色
本
之
類
」
と
共
通
す
る
四
部
立
て
で
、「
南
京
船
持
渡
唐
本
国
禁

耶
蘇
書
」「
書
本
」「
絶
板
之
部
」「
素
人
板
并
他
国
板
／
売
買
断
有
之
部
」
か
ら
な

る
。
冒
頭
別
立
て
で
並
列
さ
れ
て
い
る
「
好
色
本
之
類
」
は
本
編
で
は
「
絶
板
之
部
」

中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
部
立
て
最
後
の
「
素
人
板
并
他
国
板
」
は
要
注
意
書
目
で
、

必
ず
売
買
禁
止
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、正
確
に
言
う
と
「
禁
書
」
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
『
禁
書
目
録
』
の
部
類
と
し
て
は
補
足
的
で
あ
る
。

『
禁
書
目
録
』
に
「
書
本
」（
筆
写
本
）
の
部
類
が
存
す
る
こ
と
は
、
右
の
序
文

冒
頭
に
、「
古
来
御
制
禁
之
唐
本
和
書
」
と
「
絶
板
売
買
停
止
之
書
」
と
「
秘
録
浮

説
等
之
写
本
」
と
「
好
色
本
之
類
」
の
四
類
を
書
き
並
べ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
し
か
し
、考
え
て
み
れ
ば
、し
て
み
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、江
戸
時
代
の
「
書
肆
」

と
言
え
ば
出
版
業
者
の
面
ば
か
り
を
意
識
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
彼
ら

は
本
の
小
売
業
者
た
る
い
わ
ゆ
る
「
本
屋
さ
ん
」
の
側
面
を
も
持
ち
、
写
本
の
売

買
取
扱
い
も
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
『
禁
書
目
録
』
の
「
書
本
」
類
に
は
、
書
名
を
記
載
す
る
こ
と
、
な
ん
と

百
二
十
二
部
。
そ
の
多
く
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
武
家
、
徳
川
家
、
幕

府
に
つ
い
て
記
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

先
代
旧
事
本
記
・
本
朝
通
鑑
・
万
天
実
録
・
文
露
叢
・
柳
営
秘
鑑
・
同
続
・

武
徳
大
成
・
御
年
譜
・
玉
露
叢
・
寛
明
日
記
・
甘
露
叢
・
東
栄
日
録
・
日
本

中
興
治
乱
記
・
異
考
大
通
記
・
豊
臣
実
録
・
扶
桑
見
聞
私
義
・
御
年
譜
附
尾
・

同

　
泰
政
録
・
難
波
戦
記

数
品

・
浪
華
軍
記
・
豊
臣
記
・
新
撰
豊
臣
実
録
・
島

原
記
・
秀
頼
事
記
・
武
徳
安
民
記
・
国
史
実
録
・
武
家
盛
衰
記
・
東
照
創
業

記
考
異
・
松
平
記
・
松
平
系
図
・
御
当
家
系
図
・
三
河
記
・
同

　
真
字
・
天

草
一
戦
記
・
慶
長
記
・
関
原
記
・
同

　
大
全
・
慶
元
通
鑑
・
関
原
雑
話
・
岡

崎
物
語
・
日
光
邯
鄲
枕
・
松
平
開
崇
開
運
録
・
玉
的
隠
顕
・
家
忠
日
記
・
大

坂
記
・
三
河
後
風
土
記
・
越
後
通
夜
物
語
・
同

　侍
騒
記
・
駿
府
政
事
記
・

由
井
根
元
記
・
由
井
実
録
・
徳
河
記
・
慶
長
治
乱
記
・
東
照
宮
御
遺
訓
・
的

露
叢
・
亀
卜
書
・
主
図
合
結
・
東
照
宮
御
縁
起
・
武
辺
咄
聞
書
・

赤
城
盟
伝
・
西
山
紀
聞
・
介
石
記
・
同

　
追
加
・
赤
城
紀
談
・
義
子
文
通
・
介
浅
記
・

新
撰
大
石
記
・
赤
穂
忠
臣
記
・
寺
灯
私
記
・
蓬
窓
紀
談
・
復
讐
物
語
・
瑞
光

院
記
・
義
士
考
・
寺
坂
之
覚
書
・
忠
士
絶
纓
書
・
忠
義
碑
文
・
慶
元
冬
夏
軍
記
・

忠
士
筆
記
・
露
適
集
・
鍾
秀
記
・
義
人
録
・
槿
華
集
・
武
家
明
鏡
集
・
易
水

連
袂
集
・
山
科
之
聞
書
・
胆
心
精
義
伝
・
岩
淵
物
語
・
天
寛
日
記
・
中
興
続

盛
衰
記
・
武
家
拾
要
記
・
難
波
戦
記
後
篇
・

慶
安
太
平
記
・
武
家
厳
制
録
・
仙
台
萩
・
秋
田
杉
・
武
家
隠
見
記
・
諸
家
大

秘
録
・
明
和
石
曲
伝
・
阿
淡
夢
物
語

数
品

・
浮
田
物
語
・
見
語
大
明
撰
・
松
山

実
録
・
殺
法
転
輪
・
山
鳥
記
・
島
原
実
録
・
政
要
実
録
・
郡
上
騒
動
・
厳
秘
録
・

落
穂
集
・
越
後
騒
動
・
切
支
丹
実
記
・
西
山
遺
事
・
姫
路
騒
動
・
明
和
飛
日
記
・

山
内
幸
内

一
名
風
呂
敷
包

・
井
伊
家
伝
記
・
板
倉
政
要
実
録
・
厳
秘
此
頃
噂
・
三
壺
集
・

宇
都
宮
金
清
水
・
本
朝
色
鑑
・
望
遠
雑
録
（
原
本
、
一
つ
書
き
で
一
書
目
一
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江
戸
幕
府
の
特
定
写
本
禁
止
法
と
そ
の
思
想
（
上
） 

│ 

幕
府
出
版
規
制
が
実
は
書
物
規
制
で
あ
る
こ
と 

│ （
山
本
）

（73）

行
に
書
す
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
の
で
続
け
て
示
し

た⑽ 

。）

右
の
う
ち
後
の
方
に
は
実
録
体
小
説
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
写
本
な
ら
目
こ

ぼ
し
を
受
け
ら
れ
る
、
な
ど
と
い
う
考
え
が
（
か
つ
て
あ
っ
た
と
思
う
が
）
虚
妄

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
右
の
う
ち
に
は
そ
れ
ら
よ
り
も

雑
史
、
雑
録
の
類
が
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
し
て
、
右
の
う
ち
に
は
、
今
日
普
通
に
は
禁
書
で
あ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
が

意
識
さ
れ
な
い
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
印
象
的
な
も
の
は
『
本
朝
通
鑑
』
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
幕
府
召
し
抱
え
儒
学
者
の
家
で
あ
る
林
家
編
纂
の
日
本

史
『
本
朝
通
鑑
』
が
「
禁
書
」
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
意
識
は
普
通
持
た
な
い
。

そ
れ
は
当
然
、
林
家
が
編
纂
し
、
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
『
本
朝
通
鑑
』
は

禁
書
で
も
な
ん
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
物
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
を
広
く
流
通
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
禁
書
目
録
』
が
使
用
し
て
い
る
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
書
肆
」
が
「
取

扱
う
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
書
肆
の
言
う
「
禁、

書、

」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
存
在
自
体
が
許
さ
れ

な
い
禁、

存
在
書、

と
、
存
在
す
る
こ
と
自
体
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
そ
れ

が
広
が
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
禁、

流
通
書、

の
双
方
を
含
む
概
念
で
あ
る
こ
と

を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る⑾ 

。

『
禁
書
目
録
』
の
右
の
「
書
本
」
リ
ス
ト
の
最
後
に
は
付
言
が
あ
っ
て
、

─
と

い
う
よ
り
、
か
な
り
膨
大
な
本
の
リ
ス
ト
な
の
で
わ
れ
わ
れ
は
リ
ス
ト
の
方
に
眼

を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、「
付
言
」
と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
、
規
定
に
な
っ
て
い
て

─
次
の
よ
う
に
あ
る
。

右
載
す
る
所
の
外
、
聞
書
・
雑
録
等
之
写
本
、
数
多
こ
れ
有
る
べ
し
と
い

へ
ど
も
一
々
記
す
に
暇
あ
ら
ず
。

す
べ
て
禁
庭
・
将
軍
家
之
御
事
は
い
ふ
に
及
ば
ず
堂
上
方
・
武
家
方
、
近

来
之
事
を
記
し
た
る
書
は
右
目
録
に
の
せ
ず
と
い
へ
ど
も
堅
く
取
扱
ふ
べ
か

ら
ず
。

其
の
外
世
上
浮
説
に
て
も
書
体
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
書
、
是
亦
右
に
准
ず
べ

し
。此

の
段
人
々
よ
く
よ
く
勘
弁
あ
る
べ
き
事
な
り
。

す
な
わ
ち
、

右
に
載
せ
る
以
外
に
も
、
聞
書
・
雑
録
等
の
写
本
（
で
禁
書
）
は
た
く
さ

ん
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
そ
れ
を
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
そ
こ
で
と
も
か
く
も
み
な
に
わ
き
ま
え
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
）

…
…
の
よ
う
な
本
は
右
の
リ
ス
ト
に
の
せ
て
な
く
と
も
取
扱
い
厳
禁
（
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、）

そ
の
他
…
…
の
本
も
取
扱
い
厳
禁
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
書
肆
の
み
な
み
な
が
よ
く
よ
く
わ
き
ま
え
、
考
え
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
記
述
の
流
れ
に
な
っ
て
い
て
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
「
右
に
載
せ

る
以
外
に
も
聞
書
・
雑
録
等
の
写
本
は
数
多
く
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が

一
々
書
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ま
ず
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
聞
書
・
雑
録

等
の
写
本
は
す
べ
て
禁
流
通
書
か
と
即
断
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
こ

れ
に
は
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
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記
述
の
大
前
提
に
な
る
文
脈
は
、
こ
の
書
物
が
そ
も
そ
も
「
禁
書
目
録
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
こ
と
ば

を
お
ぎ
な
っ
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

右
に
は
本
屋
仲
間
行
司
が
諸
書
肆
に
対
し
注
意
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
点
に
つ

き
…
…
で
省
略
し
た
が
、
リ
ス
ト
に
上
が
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
流
通
（「
書
肆
」

の
「
取
扱
い
」）
を
堅
く
戒
め
ら
れ
る
写
本
と
は

（
一
）
聞
書
・
雑
録
等
の
写
本
の
う
ち
禁
庭
・
将
軍
家
・
堂
上
方
・
武
家
方
の

近
来
の
事
を
記
し
た
も
の

（
二
）
聞
書
・
雑
録
等
の
写
本
の
う
ち
世
上
の
浮
説
を
書
い
た
も
の
で
、
書
き

ぶ
り
の
よ
ろ
し
く
な
い
も
の

で
あ
る
。

書
き
ぶ
り
の
よ
ろ
し
く
な
い
「
書
体
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
」
は
、
禁
令
を
見
て
い

る
と
き
に
も
悩
ま
さ
れ
る
、
江
戸
時
代
ら
し
い
内
的
本
質
の
指
摘
を
放
棄
し
た
物

言
い
で⑿ 

、
こ
れ
だ
け
で
は
何
が
よ
く
な
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
が
、
端
的
に
言
っ

て
「
奉
行
所
で
問
題
視
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
も
っ
と
も
よ
く
な
い
顕
れ
で

あ
っ
た
ろ
う
。

そ
も
そ
も
京
都
の
場
合
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
八
月
以
降
、
す
べ
て
の
出

版
物
が
京
都
奉
行
所
へ
の
届
出
制
と
な
っ
て
お
り
（『
大
概
』
本
章
「
三
都
町
触
に

よ
る
江
戸
時
代
出
版
法
概
観
」八「
三
都
個
別
出
版
法

─
享
保
以
前
」（
四
）「
公
儀
・

人
の
迷
惑
・
珍
し
き
事
・
は
や
り
事
・
か
わ
り
た
る
事
・
浮
説
・
虚
説
（
寛
文
十
三
年
・

一
六
七
三
以
後
三
都
個
別
令
）」
二
六
六
ペ
ー
ジ
）、
つ
い
で
本
屋
行
司
は
享
保
元

年
（
一
七
一
六
）
か
ら
年
頭
八
朔
出
礼
開
始
、
書
物
の
こ
と
に
つ
き
御
用
の
儀
あ

ら
ば
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
同
本
章
六
「
三
都
共
通

出
版
法
（
二
）

─
享
保
零
年
代
町
触
」（
一
）
二
〇
四
ペ
ー
ジ
）。
こ
こ
に
示
さ

れ
た
要
素
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ま
で
の
具
体
事
例
を
通
し
て
町
奉
行
所
か
ら
示

さ
れ
た
指
示
に
由
来
す
る
経
験
則
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
右
の
二
項
は
何
ら
か
の
意
味
で
町
触
で
命
ぜ
ら
れ
た
規
定
の
準
用
に

な
っ
て
い
る
。

そ
の
町
触
と
は
以
下
の
ご
と
し
。

ま
ず
（
一
）
は
京
都
で
は
享
保
八
年
四
月
二
日
付
で
触
れ
出
さ
れ
た
、
よ
く
知

ら
れ
る
出
版
条
令
五
ヶ
条⒀ 

の
う
ち
第
三
条
と
第
五
条
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
（『
京
都
町
触
集
成
』
一
三
五
六
。
校
注
は
法
令
の
内
容
に
関
わ
ら
な
い
の
で
省

略
し
た
）。

一
、
自
今
新
板
書
物
之
儀
、
儒
書
・
仏
書
・
神
書
・
医
書
・
歌
書
、
都
而
書
物
類
、

其
筋
一
通
り
之
事
は
各
別
、
猥
成
義
異
説
等
を
取
交
へ
作
り
出
候
儀
堅
可

為
無
用
事
。

一
、
唯
今
迄
有
来
候
板
行
物
之
内
、
好
色
本
之
類
は
風
俗
之
為
に
も
よ
ろ
し

か
ら
ざ
る
義
に
候
間
、
段
々
相
改
、
絶
板
可
仕
候
事
。

一
、
人
々
家
筋
先
祖
之
事
な
ど
を
、
彼
是
相
違
之
儀
ど
も
新
作
之
書
物
に
書

顕
し
、
世
上
致
流
布
候
義
在
之
候
。
右
之
段
、
自
今
御
停
止
候
。
若
右
之

類
在
之
、
其
子
孫
よ
り
訴
出
候
に
お
ゐ
て
は
、
急
度
御
吟
味
可
在
之
筈
に

候
事
。

一
、
何
書
物
に
よ
ら
ず
、
此
以
後
新
板
之
物
作
者
并
板
元
之
実
名
奥
書
に
為

致
可
申
候
事
。

一
、
権
現
様
御
儀
は
勿
論
、
惣
而
御
当
家
之
御
事
、
板
行
・
書
本
、
自
今
無

用
に
可
仕
候
。
無
拠
子
細
も
在
之
は
奉
行
所
へ
訴
出
、
差
図
受
可
申
候
事
。
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江
戸
幕
府
の
特
定
写
本
禁
止
法
と
そ
の
思
想
（
上
） 

│ 

幕
府
出
版
規
制
が
実
は
書
物
規
制
で
あ
る
こ
と 

│ （
山
本
）

（75）

右
之
趣
を
以
、
自
今
新
作
之
書
物
出
候
と
も
遂
吟
味
可
致
商
売
候
。
若
右
定

に
背
候
者
在
之
は
、
奉
行
所
へ
可
訴
候
。
経
数
年
相
知
候
共
、
其
板
元
問
屋

共
に
急
度
可
申
付
候
。
仲
ケ
間
致
吟
味
違
犯
無
之
様
に
可
相
心
得
候
。

右
之
御
書
付
、
江
戸
よ
り
到
来
候
間
相
触
候
。
急
度
可
相
守
者
也
。

　
　卯

四
月
二
日

第
三
条
は
、
法
文
に
も
「
新
作
之
書
物
」
に
「
書、

き、

あ、

ら、

わ、

し、

」「
世
上
に
流
布
」

と
あ
っ
て
実
は
書
本
を
も
意
識
し
た
規
定
で
あ
ろ
う
。

我
も
人
も
こ
の
五
ヶ
条
を
「
出
版
条
令
」
と
か
「
出
版
条
件
」
と
か
言
っ
て
し

ま
う
が
、
結
局
そ
れ
は
い
つ
も
我
々
の
頭
が
出
版
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
占
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
出
版
に
関
す
る
法
令
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と

は
、
そ
れ
で
は
確
実
に
覆
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
内
容
的
に
は
み
出
し
て
し
ま
う

部
分
が
で
き
て
し
ま
う
、
正
確
に
言
え
ば
間
違
っ
た
呼
び
方
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
第
五
条
な
ど
は
「
板
行
・
書
本
」
と
は
っ
き
り
明
示
す
る
く
ら
い
の

も
の
で
、
法
令
作
成
者
が
写
本
の
こ
と
ま
で
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
以
後
こ
れ
を
「
流
通
書
物
条
令
」
と
か
呼
び
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
は
不
安
に
思
わ
れ
る
く
ら
い
、
写
本
に
つ
い
て
我
々
が
語
る
こ

と
は
少
な
く
、
ま
た
、
五
ヶ
条
の
う
ち
一
、二
、四
条
が
専
ら
出
版
令
で
あ
る
こ
と

が
こ
と
ば
で
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、

─
し
か
も
三
、五
条
も
実
状
書
物
と
し
て

出
版
物
の
方
が
圧
倒
的
に
大
量
で
あ
る
以
上
、
今
ま
で
の
よ
う
に
「
出
版
条
令
」

と
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
そ
う
呼
ん
で
し
ま
う
と
、
規

制
対
象
に
写
本
が
ふ
く
ま
れ
る
以
上
、
誤
り
な
の
だ
が
。

と
ま
れ
、
法
令
の
呼
び
名
の
こ
と
は
当
面
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
は
五
ヶ

条
の
う
ち
、第
三
、五
条
と『
禁
書
目
録
』書
本
の
部
の
規
定（
一
）と
の
関
係
で
あ
る
。

（
一
）
の
「
禁
庭
・
将
軍
家
・
堂
上
方
・
武
家
方
の
近
来
の
事
」
は
か
な
ら
ず
し

も
本
令
第
三
条
に
い
う
「
家
筋
・
先
祖
之
事
」
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
が
、「
家
筋
」

の
事
を
ふ
く
む
で
あ
ろ
う
。

片
や
第
五
条
は
、
家
康
そ
の
他
将
軍
家
の
こ
と
な
ら
よ
ろ
ず
書
く
な
、
と
言
う

の
で
あ
る
か
ら
、「
将
軍
家
」
を
中
心
に
「
禁
庭
」「
堂
上
方
・
武
家
方
」
に
範
囲

が
広
が
っ
て
い
る
と
見
え
る
。

だ
が
、
こ
こ
ま
で
広
が
れ
ば
も
は
や
法
文
の
過
剰
適
用
、
い
や
、
法
文
の
存
在

は
も
は
や
現
実
的
摘
発
の
根
拠
と
は
言
え
る
が
、
そ
の
摘
発
範
囲
は
「
準
用
」
と

で
も
表
現
す
べ
き
範
囲
に
ま
で
広
が
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
直
接
の
「
法
的
根
拠
」

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
江
戸
時
代
の
治
世
は
、
厳
密
に
は
法
治
と
は

言
え
な
い
。

上
位
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
法
で
示
さ
れ
、
そ
れ
を
事
態
の
中
心
と
し
て
、

そ
れ
を
準
用
さ
せ
得
る
す
べ
て
の
こ
と
に
、上
意
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
（
あ
る
い
は
、

下
位
者
の
斟
酌
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、）
準
用
可
能
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
法

と
そ
の
運
用
が
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ル
ー
ル
の
厳
密
な
言
語
化
は
要
求
さ
れ
て
も
追
求
さ
れ
て
も
い
な

い
。次

に
、『
禁
書
目
録
』
書
本
の
部
の
規
定
（
二
）
の
根
拠
と
な
る
町
触
は
、
元
禄

十
一
年
十
二
月
発
令
の
も
の
で
あ
る
（『
京
都
町
触
集
成
』
一
九
三
）。

覚

諸
書
物
重
板
不
仕
分
、
本
屋
と
も
互
に
申
合
来
由
候
。
雖
然
重
板
類
板
い

た
し
候
者
間
々
有
之
、
元
板
之
も
の
及
難
儀
之
旨
相
聞
不
届
候
。
向
後
重
板
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類
板
仕
間
敷
候
。
但
相
対
之
上
は
不
苦
候
と
い
へ
ど
も
双
方
可
断
出
候
。

惣
而
不
謂
浮
説
抔
板
行
仕
儀
堅
令
停
止
候
。
若
又
板
行
仕
度
儀
候
は
ゞ
訴

出
可
受
差
図
事
。

右
之
通
、
洛
中
洛
外
本
屋
并
板
彫
共
へ
急
度
可
令
触
知
者
也
。

　寅
十
二
月

　日

前
節
で
引
き
用
い
た
、
江
戸
の
、
む
さ
と
仕
た
る
云
々
の
触
は
京
都
大
阪
で
の
触
れ

出
し
が
確
認
で
き
な
い
江
戸
地
方
法
ら
し
い
の
で
、
京
都
で
関
係
す
る
の
は
こ
の

触
と
い
う
こ
と
に
な
る（『
大
概
』本
章
八「
三
都
個
別
出
版
法

─
享
保
以
前
」（
四
）

「
公
儀
・
人
の
迷
惑
・
珍
し
き
事
・
は
や
り
事
・
か
わ
り
た
る
事
・
浮
説
・
虚
説
（
寛

文
十
三
年
・
一
六
七
三
以
後
三
都
個
別
令
）」
一
六
六
ペ
ー
ジ
）。
そ
し
て
、「
浮
説
」

の
語
は
（
二
）
と
京
都
町
触
に
共
通
し
、そ
の
つ
な
が
り
を
明
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
版
本
で
あ
っ
て
、
写
本
の
こ
と
は

こ
こ
に
出
て
こ
な
い
。

し
か
し
、
前
節
で
確
認
し
た
高
札
は
全
国
法
で
あ
る
か
ら
、
前
節
で
考
察
し
た

と
お
り
の
理
屈
を
こ
こ
に
く
り
か
え
す
こ
と
が
で
き
、
さ
き
の
高
札
上
の
文
言
は
、

京
都
で
も
右
の
町
触
が
写
本
に
ま
で
推
し
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
の
前
提
を
な
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

如
上
の
考
察
に
よ
り
、『
禁
書
目
録
』「
書
本
」
の
部
は
、
江
戸
時
代
の
法
が
町

触
で
触
れ
ら
れ
た
成
文
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
奉
行
所
及
び
共

同
体
責
任
者
の
手
に
よ
っ
て
実
際
の
運
用
範
囲
が
成
文
の
規
定
以
外
の
範
囲
に
も

推
し
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。

服
藤
弘
司
氏
は
江
戸
時
代
が
一
見
法
治
の
時
代
の
よ
う
に
見
え
て
法
治
の
時
代

で
な
い
、
と
い
う
、
事
態
の
把
握
の
困
難
を
嘆
く
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
小
さ
な
こ

と
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
本
稿
で
見
た
事
例
な
ど
も
、
成
文
に
よ
っ
て
提
示
規

定
さ
れ
な
く
と
も
現
場
当
事
者
の
判
断
で
よ
い
よ
う
に
と
り
は
か
ら
わ
れ
て
（
勿

論
）
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

法
が
上
位
者
の
命
令
と
い
う
性
質
を
帯
び
て
お
り⒁ 

、
上
位
か
ら
下
位
へ
の
命
令

伝
達
方
法
に
書
付
の
出
る
も
の
と
口
頭
で
す
ん
で
し
ま
う
も
の
が
あ
っ
た⒂ 

以
上
、

そ
れ
は
口
頭
で
い
か
よ
う
に
も
追
加
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
下
位
の
統
括
責

任
者
が
上
位
を
慮
っ
て
適
用
範
囲
を
推
し
広
げ
る
こ
と
に
も
お
そ
ら
く
何
の
問
題

も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
引
用
参
照
文
献
〉

『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』（
創
文
社

　昭
和
三
十
四
年
復
刊
訂
正
版
）

『
江
戸
町
触
集
成
』（
塙
書
房

　平
成
六
年
〜
平
成
十
五
年
）

『
京
都
町
触
集
成
』（
岩
波
書
店

　昭
和
五
十
八
年
〜
平
成
元
年
）

〈
注
〉

⑴  

中
野
三
敏
・
市
古
夏
生
・
鈴
木
俊
幸
・
高
木
元「
江
戸
の
出
版〈
上
〉（
座
談
会
）「
板
本
」を
め
ぐ

る
諸
問
題
」（『
江
戸
文
学
』一
五
、
平
成
八
年
五
月
。
の
ち『
江
戸
の
出
版
』ぺ
り
か
ん
社
、
平
成

十
七
年
、
と
し
て
単
行
本
化
）「
近
世
出
版
の
性
格
」節
に
お
け
る
中
野
三
敏
氏
の
発
言
。

⑵  

一
般
に
向
け
て
は
、
た
と
え
ば
池
上
嘉
彦『
記
号
論
へ
の
招
待
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
五
十
九
年
）

で
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑶  
今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』（〈
江
戸
〉
選
書
六
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
六
年
初
刊
。
歴
史
文

化
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
平
成
十
九
年
復
刊
）は
、
そ
の
序
章
で
正
し
く
写
本
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
本
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
版
本
の
禁
書
の
個
別
事
例
に
関
す
る
く

わ
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
禁
書
に
関
す
る
論
文
が
そ
れ
以
後
そ
れ
ほ
ど
存
在
し
な

い
た
め
、
ど
れ
ほ
ど
そ
の
認
識
が
流
布
し
て
い
る
の
か
、
確
認
し
が
た
い
。

⑷  

な
お
、
従
来
、
幕
府
法
令
は
、
根
拠
な
く
、
た
だ
何
と
な
く
漠
然
と
三
都
共
通
と
考
え
ら
れ
る
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江
戸
幕
府
の
特
定
写
本
禁
止
法
と
そ
の
思
想
（
上
） 

│ 

幕
府
出
版
規
制
が
実
は
書
物
規
制
で
あ
る
こ
と 

│ （
山
本
）

（77）

傾
向
に
あ
っ
た
が
、『
京
都
町
触
集
成
』
以
降
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
出
版
法
令
に
関
し
て
、
三
都
に
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿『
江

戸
時
代
三
都
出
版
法
大
概

─
文
学
史
・
出
版
史
の
た
め
に

─
』（
岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢

書
二
九
、
岡
山
大
学
文
学
部
、
平
成
二
十
二
年
二
月
）
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も

は
や
三
都
に
お
け
る
制
度
の
共
通
を
、
無
条
件
に
前
提
と
し
て
物
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

も
ち
ろ
ん
史
料
の
有
無
に
よ
る
限
界
は
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
も
手
順
と
し
て
三
都
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

⑸  

石
井
良
助
校
訂『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』第
一「
序
」（
昭
和
十
三
年
付
）

⑹  

近
年
で
は
、
た
と
え
ば
江
戸
人
物
読
本
一
『
井
原
西
鶴
』（
市
古
夏
生
・
藤
江
峰
夫
編
、
ぺ
り
か

ん
社
、
平
成
元
年
）の「〈
座
談
会
〉西
鶴
研
究
の
問
題
点
」、「
西
鶴
と
出
版
規
制
」節
に
お
け
る
谷

脇
理
史
氏
の
発
言
中
に
出
る（
二
〇
ペ
ー
ジ
）。

⑺  

注（
3
）前
掲
今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』「
市
民
的
文
化
活
動
の
盛
り
上
が
り
」
章
「
英
一
蝶
を
め

ぐ
っ
て
」節
参
照
。

⑻ 

実
際
の
と
こ
ろ『
大
概
』前
提
三「
町
触
の
種
類
」二「『
大
阪
市
史
』「
御
触
及
口
達
」解
題
」（
六
）

「
発
令
手
続
に
よ
る
触
の
種
別
、
あ
る
い
は
本
稿
以
外
の
課
題
に
つ
い
て
」お
よ
び
本
章
六「
三
都

共
通
出
版
法（
二
）
─
享
保
零
年
代
町
触
」（
二
）（
二
二
五
、二
二
六
ペ
ー
ジ
）で
も
述
べ
た
よ

う
に
老
中
が
そ
の
判
断
に
関
わ
っ
て
い
る
場
合
も
、
将
軍
が
主
導
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る

の
だ
が
、
こ
こ
は
こ
と
を
単
純
化
し
て
述
べ
て
い
る
。

⑼  

こ
の『
禁
書
目
録
』に
つ
い
て
は
、
今
田
洋
三『
江
戸
の
禁
書
』が
ま
ず「『
禁
書
目
録
』」な
る
章
を

設
け
て
ほ
と
ん
ど
そ
の
す
べ
て
を
引
用
し
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
禁
書

に
つ
い
て
扱
っ
た
一
般
向
け
の
概
説
書
（
今
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
専
門
的
内
容
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
）
の
序
章
と
し
て
予
備
説
明
的
イ
メ
ー
ジ
付
け
の
性
格
を
担
わ
せ
た
記
述
に
な
っ
て
い

る
。

 
 

　「
書
本
」
の
部
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
ら
の
書
物
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
処
罰
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
売
買
は
禁
じ
ら
れ
、
ま
し
て
出
版
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
」と
述
べ
て
い
る
。

⑽  

長
澤
規
矩
也
・
阿
部
隆
一
編『
日
本
書
目
大
成
』四（
汲
古
書
院
、
昭
和
五
十
四
年
）に
よ
る
。
原

本
通
り
の
活
字
化
は
宗
政
五
十
緒
・
若
林
正
治
編『
近
世
京
都
出
版
史
料
』（
日
本
古
書
通
信
社
、

昭
和
四
十
年
）に
あ
る
。

⑾  

事
は
写
本
に
と
ど
ま
ら
ず
、
版
本
を
ふ
く
め
江
戸
時
代
の
「
禁
書
」
と
は
す
べ
て
禁
流
通
書
、
禁

商
売
書
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
す
ら
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
決
す
る
ま
で
の
準
備
が
整
わ
な
い
。
後

考
を
要
す
。

⑿  『
大
概
』
本
章
「
三
都
町
触
に
よ
る
江
戸
時
代
出
版
法
概
観
」
八
「
三
都
個
別
出
版
法

─
享
保
以

前
」（
四
）「
公
儀
・
人
の
迷
惑
・
珍
し
き
事
・
は
や
り
事
・
か
わ
り
た
る
事
・
浮
説
・
虚
説（
寛

文
十
三
年
・
一
六
七
三
以
後
三
都
個
別
令
）」二
六
三
〜
二
六
六
ペ
ー
ジ
に
述
べ
た
。

⒀  

本
令
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
数
少
な
い
三
都
共
通
の
出
版
関
係
町
触
で
あ
っ
た
こ
と
、
江

戸
と
上
方
に
お
け
る
発
令
年
の
懸
隔
（
江
戸
で
享
保
七
年
十
一
月
八
日
、
大
阪
で
享
保
八
年
三

月
二
十
四
日
）、
想
定
さ
れ
る
そ
の
背
景
、
等
に
つ
い
て
は
も
は
や
述
べ
な
い
。『
大
概
』
本

章
六
「
三
都
共
通
出
版
法
（
二
）
─
享
保
零
年
代
町
触
」（
特
に
二
二
二
〜
二
三
〇
ペ
ー
ジ
、

二
三
八
、二
三
九
ペ
ー
ジ
）参
照
。

⒁  『
大
概
』前
提
二「
江
戸
時
代
の
触
」「
一

─
上
位
主
権
者
の
命
令
が
法
に
な
る
」。

⒂  『
大
概
』前
提
三「
町
触
の
種
類
」二「『
大
阪
市
史
』「
御
触
及
口
達
」解
題
」（
五
）「
書
承
触
／
口

承
触（
口
触
・
口
達
触
）」一
〇
八
ペ
ー
ジ
。

〈
付
記
〉本
稿
は
平
成
23
年
度
〜
平
成
26
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金

（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
課
題
番
号
二
三
五
二
〇
二
二
五
研
究
課
題
名
「
日
本
近
世
出
版
制
度
史
の

研
究
」に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


